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区域又は火災区画におけ 

る火災発生時の対応 

（ア）当直長は，火災感知

器が作動し，火災を確認し

た場合，消火活動を実施す

る。 

（イ）当直長は，消火が困

難な場合，職員の退

避確認後に固定式ガ

ス消火設備を手動操

作により動作させ，

その動作状況，消火

状況，プラント運転

状態の確認等を実施

する。 

オ．格納容器内における

火災発生時の対応 

当直長は，原子炉の

起動中及び原子炉が冷

温停止中の格納容器内

において火災が発生し

た場合には，消火器等

による消火活動，消火

状況の確認，プラント

運転状況の確認及び必

要な運転操作等を実施

する。 

カ．単一故障も想定した

中央制御室盤内におけ

る火災発生時の対応

（中央制御室の制御盤

１面の機能が火災によ

り全て喪失した場合に

おける原子炉の安全停

止に係る対応を含む。） 

（ア）当直長は，中央制御

室盤内の高感度煙検

出設備により火災を

感知し，火災を確認

した場合は，常駐す

る運転員による消火

器を用いた消火活動

を行い，プラント運

転状況の確認等を実

施する。 

（イ）当直長は，煙の充満

により運転操作に支

障がある場合，火災

発生時の煙を排気す

るため，排煙設備を

起動する。 

れを防止するための管

理を行う。 

ク．定事検停止時等にお

ける運用管理 

原子炉安全ＧＭは，

定事検停止時等の作業

に伴う防護対象設備の

不待機や扉の開放等，

影響評価上設定したプ

ラント状態の一時的な

変更時においても，そ

の状態を踏まえた必要

な安全機能が損なわれ

ないよう管理を行う。 

ケ．保守管理，点検 

（ア）各ＧＭは，配管の想

定破損評価におい

て，応力評価の結果

により破損形状の想

定を行う配管は，評

価結果に影響するよ

うな減肉がないこと

を確認するために，

継続的な肉厚管理を

行う。 

（イ）各ＧＭは，浸水防護

施設を維持するた

め，保守管理計画に

基づき適切に保守管

理，点検を実施する

とともに，必要に応

じ補修を行う。 

コ．溢水評価条件の変更

の要否を確認する手順 

技術計画ＧＭは，各種対策

設備の追加及び資機材の持

ち込み等により評価条件に

見直しがある場合，都度，溢

水評価への影響確認を行

う。 

 

手順 

各ＧＭは，発電所周辺のあ

らかじめ定めた測候所等に

おいて震度５弱以上の地震

が観測された場合，原子炉

施設の損傷の有無を確認す

るとともに，その結果を所

長及び原子炉主任技術者に

報告する。 

 

 

び津波監視設備につい

て，その要求機能を維

持するため，保守管理

計画に基づき適切に保

守管理，点検を実施す

るとともに，必要に応

じ補修を行う。 

カ．津波評価条件の変更

の要否確認 

（ア）各ＧＭは，設備改造

等を行う場合，都度，津波評

価への影響確認を行う。 

（イ）技術計画ＧＭは，津

波評価に係る評価条件を定

期的に確認する。 

キ．代替設備の確保 

各ＧＭは，津波の襲来に

より，安全施設の構造健

全性が維持できない場合

を考慮して，代替設備に

よる必要な機能の確保，

安全上支障のない期間に

おける補修の実施等によ

り，安全機能を維持する。 

 

 

要求機能を維持するた

めに，保守管理計画に

基づき適切に保守管

理，点検を実施すると

ともに，必要に応じ補

修を行う。 

 

当直長は，原子炉隔

離時冷却系による注水

ができない場合は，高

圧代替注水ポンプを用

いた炉心冷却を行う。 

（ア）手順着手の判断基

準 

火山影響等発生時

において外部電源喪

失が発生し，非常用

ディーゼル発電機３

台がともに機能喪失

し，かつ原子炉隔離

時冷却系が機能喪失

した場合 

（５）原子炉隔離時冷却系

ポンプを用いた炉心の著し

い損傷を防止するための対

策 

火山影響等発生時に

おいて外部電源喪失及

び非常用ディーゼル発

電機が機能喪失した場

合は，炉心損傷を防止

するため原子炉隔離時

冷却系ポンプを使用し

炉心の冷却を行う。 

ア．原子炉隔離時冷却系

ポンプを用いた炉心冷却 

当直長は，原子炉隔

離時冷却系ポンプを用い

た炉心冷却を行う。 

（ア）手順着手の判断基

準 

火山影響等発生時

において外部電源喪

失が発生し，非常用

ディーゼル発電機３

台がともに機能喪失

した場合 

（６）緊急時対策所の居住

性確保に関する対策 

火山影響等発生時に

おいて５号炉原子炉建

屋内緊急時対策所扉を

開放することにより緊

急時対策所の居住性を

確保する。 

ア．緊急時対策所の居住

性確保 

各ＧＭは，５号炉原

 

 

「定事検停止時”等”」

は、当該号機の定事検停

止時に限らず、作業によ

り防護対象設備の不待

機や扉の開放等を行う

場合においても、必要な

安全機能が損なわれな

いよう管理することを

明確にするため記載し

ている。 

（例えば、隣接プラン

トの６号炉の作業等に

より７号炉の水密扉等

のバウンダリを開放す

る場合等） 
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設置する屋外の火災区

域については，当該施

設を火災から防護する

ため，可燃物を置かな

い管理を実施する。 

チ．火災予防活動（火気作

業等の管理） 

各ＧＭは，火災区域

又は火災区画におい

て，溶接等の火気作業

を実施する場合，火気

作業前に計画を策定す

るとともに，火気作業

時の養生，消火器等の

配備，監視人の配置等

を実施する。 

ツ．延焼防止 

防災安全ＧＭは，重

大事故等対処施設を設

置する屋外の火災区域

では，周辺施設及び植

生との離隔を確保し，

火災区域内の周辺の植

生区域については，除

草等の管理を実施し，

延焼防止を図る。 

テ．火災鎮火後の原子炉

施設への影響確認 

各ＧＭは，原子炉施

設に火災が発生した場

合は，火災鎮火後，原子

炉施設の損傷の有無を

確認するとともに，そ

の結果を所長及び原子

炉主任技術者に報告す

る。 

ト．地震発生時における

火災発生の有無の確認 

各ＧＭは，発電所周

辺のあらかじめ定めた

測候所等において震度

５弱以上の地震が観測

された場合，地震終了

後，原子炉施設の火災

発生の有無を確認する

とともに，その結果を

所長及び原子炉主任技

術者に報告する。 

ナ．定事検停止時等にお

ける運用管理 

原子炉安全ＧＭは，

※２：１班２名で３班が並

行で実施する。 

（８）代替設備の確保 

各ＧＭは，火山影響等

発生時又は積雪により，

安全施設の構造健全性が

維持できない場合を考慮

して，代替設備による必

要な機能の確保，安全上

支障のない期間における

補修の実施等により，安

全機能を維持する。 

（９）降灰時の原子炉施設

への影響確認 

各ＧＭは，降灰が確認

された場合は，原子炉施

設への影響を確認するた

め，降下火砕物より防護

すべき施設並びに降下火

砕物より防護すべき施設

を内包する建屋につい

て，点検を行うとともに，

その結果を所長及び原子

炉主任技術者に報告す

る。 

（１０）保守管理，点検 

各ＧＭは，降下火砕物防護

対策施設について，その要

求機能を維持するため，保

守管理計画に基づき適切に

保守管理，点検を実施する

とともに，必要に応じ補修

を行う。 
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定事検停止時等の作業

に伴う防護対象設備の

不待機や扉の開放等，

影響評価上設定したプ

ラント状態の一時的な

変更時においても，そ

の状態を踏まえた必要

な安全機能が損なわれ

ないよう管理を行う。 

二．保守管理，点検 

各ＧＭは，火災防護

に必要な設備の要求機

能を維持するため，保

守管理計画に基づき適

切に保守管理，点検を

実施するとともに，必

要に応じ補修を行う。 

ヌ．火災影響評価条件の

変更の要否確認 

（ア）内部火災影響評価 

設備保守箇所ＧＭ

は，設備改造等を行

う場合，都度，技術計

画ＧＭへ設備更新計

画を連絡し内部火災

影響評価への影響確

認を行う。 

技術計画ＧＭは，

内部火災影響評価に

て改善すべき知見が

得られた場合には改

善策の検討を行う。 

また，定期的に内

部火災影響評価を実

施し，評価結果に影

響がある際は，原子

炉施設内の火災に対

しても，安全保護系

及び原子炉停止系の

作動が要求される場

合には，火災による

影響を考慮しても，

多重化されたそれぞ

れの系統が同時に機

能を失うことなく，

原子炉の高温停止及

び冷温停止を達成し

維持できることを確

認するために，内部

火災影響評価の再評

価を実施する。 

 

「定事検停止時”等”」

は、当該号機の定事検停

止時に限らず、作業によ

り防護対象設備の不待

機や扉の開放等を行う

場合においても、必要な

安全機能が損なわれな

いよう管理することを

明確にするため記載し

ている。 

（例えば、隣接プラン

トの６号炉の作業等に

より７号炉の耐火扉等

のバウンダリを開放す

る場合等） 
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